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２０１７年度 明治大学法科大学院 論文試験問題 

 

【小 論 文】 
 

 

 

別紙資料を読んで、以下の設問１及び２に答えなさい。なお、解答は、解答

用紙の所定の記入欄の中に収まるように書きなさい。 

 

設問１  

（１）  文中の「不当な差別的取り扱いの禁止」と「合理的配慮の提供義務」

という言葉の意味をそれぞれ簡潔にまとめた上で、石川氏が両者はどの

ような関係にあると考えているか述べよ。 

（２）  石川氏が「差別解消」と「多様な人たち」はどのような関係にあると

考えているか述べよ。 

 

 

設問２ 

 障害者に関する問題についてのあなた自身の考えを述べよ。 

 

 

※別紙資料として、毎日新聞（2016.6.9 朝刊）（なお、出題にあたって一部削

除・改変しています。）を筆記試験時に配付しました。 
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参考法令 

 

障害者基本法   

第一条（目的）   

この法律は、全ての国民が、障害の有無にかかわらず、等しく基本的人権

を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念にのっ

とり、全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に

人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため、障害者の自立

及び社会参加の支援等のための施策に関し、基本原則を定め、及び国、地方

公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支

援等のための施策の基本となる事項を定めること等により、障害者の自立及

び社会参加の支援等のための施策を総合的かつ計画的に推進することを目的

とする。  

第二条（定義）  

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。  

一  障害者 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他

の心身の機能の障害（以下「障害」と総称する。）がある者であつて、

障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限

を受ける状態にあるものをいう。  

二  社会的障壁 障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で

障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のも

のをいう。  

 

障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（障害者差別解消法） 

第一条（目的）   

この法律は、障害者基本法（昭和四十五年法律第八十四号）の基本的な理

念にのっとり、全ての障害者が、障害者でない者と等しく、基本的人権を享

有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活を保障

される権利を有することを踏まえ、障害を理由とする差別の解消の推進に関

する基本的な事項、行政機関等及び事業者における障害を理由とする差別を

解消するための措置等を定めることにより、障害を理由とする差別の解消を

推進し、もって全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、

相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に資することを目

的とする。 

第二条（定義）  

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に

定めるところによる。 
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一 障害者 身体障害、知的障害、精神障害（発達障害を含む。）その他

の心身の機能の障害（以下「障害」と総称する。）がある者であって、

障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制

限を受ける状態にあるものをいう。 

二 社会的障壁 障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上

で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切の

ものをいう。（以下略） 

   


